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平成２６年労第３２２号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による障害補償給付の支給に

関する処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、昭和○年○月○日Ａ県Ｂ市所在のＣ会社Ａ工場（以下「会社」とい

う。）に雇用され、作業員として勤務していた。請求人は、平成○年○月○日午前

１１時頃、生産ラインで発生した２基の加工ロールのトラブルのうち１基のトラ

ブルを解消した後、もう１基の加工ロールに向かう際に足を滑らせ、約９０セン

チメートルの高さから落下し、右肩及び右肘を負傷した（以下「本件災害」とい

う。）。 

請求人は、平成○年○月○日にＤ整形外科に受診したところ、「頚椎捻挫、頭部

外傷、背部挫傷、胸部挫傷」と診断された。その後、平成○年○月○日に「Ｅク

リニック」に受診したところ、「外傷性脳損傷」と診断され、加療を続けた結果、

平成○年○月○日治ゆ（症状固定）となった。 

請求人は、治ゆ後、障害が残存するとして、監督署長に障害補償給付を請求し

たところ、監督署長は、請求人に残存する障害は労働者災害補償保険法施行規則

別表第１に定める障害等級表上の障害等級（以下「障害等級」という。）第１４級

の９に該当するものと認定し、同等級に応ずる障害補償給付を支給する旨の処分

を行った。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し
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たので、請求人は、さらに、この決定を不服として、本件再審査請求に及んだも

のである。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に残存する障害が障害等級第１４級を超えるものと認めら

れるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人らは、請求人は脳損傷があり、ＭＴＢＩであって、身体の麻ひと高次

脳機能障害の残存障害があることから、障害等級第１４級を超える判断がされ

るべきである旨主張しているので、以下検討する。 

（２）残存障害に関する医証をみると、次のとおりである。 

ア 障害の原因となった傷病名及び脳損傷に係る画像診断結果については、そ

れぞれ決定書理由第２の２の（２）のイの（ア）及び（イ）に説示するとお

りであり、画像診断を実施していないＥクリニック及びＦ泌尿器クリニック

を除き、画像診断を実施した医療機関においては、いずれも脳損傷を認める

所見は示されていないことが認められる。 

イ 請求人らが主張する高次脳機能障害についての各医師の所見をみると、決

定書理由第２の２の（２）のイの（ウ）に説示するとおりであり、その要旨

は、次のとおりである。 

① Ｇ医師は、平成○年○月○日付け「脳損傷又はせき髄損傷による障害の

状態に関する意見書」において、「『意思疎通能力』、『問題解決能力』、『持

続力・持久力』及び『社会行動能力』の４能力ともに『多少の困難はある

が概ね自力でできる』」としている。 
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② Ｈ医師は、平成○年○月○日付け「脳損傷又はせき髄損傷による障害の

状態に関する意見書」において、「『意思疎通能力』、『問題解決能力』及び

『社会行動能力』の３能力については『多少の困難はあるが概ね自力でで

きる』とし、『持続力・持久力』については『困難はあるが概ね自力ででき

る』」としている。なお、同医師の高次脳機能障害について特筆すべき事項

欄の記載内容をみると、ほとんどの検査結果が平均を下回っていることが

認められる。 

③ Ｉ医師は、平成○年○月○日付け意見書において、「外傷による脳損傷の

病態については、臨床医学の現場では十分に理解し得ないような病態も残

存しており、もろもろの研究がいまだ進行中であり、『脳ＭＲＩ画像診断上

に異常所見が無い』というだけで『脳に損傷が及んでいない』と考えるこ

とには抵抗がある。障害認定診断時評価における心理学的諸検査の結果は、

請求人の現在の年齢による低減を考慮しても、無視できない程度のもので

あり、その残存する障害の程度は高次脳機能障害の障害により『その従事

する職種に相当な制限を来す程度のもの』である。」としている。 

④ Ｊ医師は、平成○年○月○日付け意見書において、「今回用いられたウェ

クスラー成人知能検査（ＷＡＩＳ－Ｒ）（以下「ＷＡＩＳ－Ｒ」という。）

は、最も多く用いられている検査法であるが、神経心理検査には受検者の

検査に取り組む意欲が重要である。一般にＭＴＢＩ後の高次脳機能障害は、

認知機能よりも情動障害が主体の場合が多く、ＷＡＩＳ－Ｒのみで、高次

脳機能障害が存在するとは結論付けられない。」としている。 

ウ 請求人におけるその余の障害については、決定書理由第２の２の（２）の

イの（エ）ないし（コ）に説示するとおりである。 

（３）請求人の場合、上記（２）のアのとおり、画像診断を行った医療機関におい

ては、いずれも脳損傷を認める所見は認められなかった。請求人らは、画像所

見がないことをもって、脳損傷を否定すべきではない旨主張しているが、この

場合、ＭＴＢＩであるか否かについてのＷＨＯ（世界保健機構）の定義（請求

人に関係があると思料されるものとしては、混迷又は見当識障害、３０分以内

の意識消失、２４時間未満の外傷後健忘症、その他短時間の神経学的異常のう

ちの１つがあること）に鑑みると、請求人の場合、本件災害時に意識障害があ

ったか否かが問題になると思料される。 
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医証上、意識障害についての記録は、本件災害発生から約１０か月後である

Ｇ医師に受診した際における平成○年○月○日付けの診療録上の「受傷時意識

消失あり」との記載のみである。請求人は、本件災害後に最初に受診したＤ整

形外科においては意識障害について何ら訴えておらず、Ｋ医師は、平成○年○

月○日付け意見書において、要旨、「負傷後の意識障害の有無は不詳」としてい

る。 

会社のＬ総務部長は、平成○年○月○日付け架電聴取書において、要旨、「（請

求人は）当時の状況について、右肘から落下し肩を強く打って痛みのため通院

していると言っていたが、意識障害があったとは聞いていない。」としている。 

本件災害時の状況については、請求人によれば、１基の加工ロールのトラブ

ルを解消した後、もう１基の加工ロールに向かう途中、９０ｃｍの高さのライ

ンから飛び降りようとした際、滑って下に落下した後、起こされた際には右を

下に真横のままで、目を開けた瞬間、右肩が痛く、右半身に鈍痛があったとし

ており、当審査会としては、このような本件災害時の状況に鑑みると、頭から

落下した状況では無いと判断するところであり、仮に頭部への衝撃があったと

しても、およそ高次脳機能障害を発症するほどではなかったと推測されるもの

である。この点、請求人は、後で意識を失っていたと述べているが、上述のと

おり、当初は意識消失について訴えてはいなかったことなどから、本件災害時

に確実に意識消失があったと認定することは困難である。 

（４）後遺障害の原因となった傷病名及び後遺障害の障害等級については、当審査

会も、請求人の症状及び医証から、決定書理由第２の２の（２）のウの（エ）

に説示するとおり、傷病名は「外傷性頚部症候群」であり、障害等級は、請求

人の訴える首や頭等の痛みなどの症状に鑑み、障害等級第１４級の９「局部に

神経症状を残すもの」に該当すると判断するものであり、障害等級第１４級を

超える後遺障害は認められない。 

（５）なお、請求人らは、監督署長が審査官の判断を踏まえて再調査をして意見書

の内容を変更したのは問題である旨主張しているが、間違った判断をした場合

に再度検討して間違いを訂正することは当然であり、請求人らの主張は認めら

れない。 

（６）その他、請求人らの主張について改めて子細に検討したが、上記判断を左右

するものは見出すことはできなかった。 
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３ 以上のとおりであるので、監督署長が請求人に対してした障害補償給付の支給

に関する処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


